
このガイドブックの使い方このガイドブックの使い方

業務用のエアコンや冷蔵庫（冷凍冷蔵機器）（→６ページ）を

廃棄するときは､廃棄する人（機器の所有者）が､フロン回収・

破壊法に基づき､エアコンや冷蔵庫の中に入っているフロンを

回収業者に回収させなくてはならないと定められています。

フロンを回収後、金属スクラップとして、産業廃棄物処理業

者や資源リサイクル業者に引き渡されますが、時々、スクラッ

プのなかにフロンが未回収のものが混じっていて、トラブルに

なることがあります。 万一､このようなエアコンや冷蔵庫のス

クラップからフロンを放出させてしまうと法律違反として処罰さ

れることになります。

このようなことにならないように、廃棄する人だけでなく､ス

クラップを取り引きする事業者も法律を理解し、適切な取引を

行うことが必要です。そのため、産業廃棄物処理業者や資源

リサイクル業者が守るべき法律の内容や必要な手続き（対処

法）をこのガイドブックのなかで解説しました。関係者の皆様

は、このガイドブックを活用して、法律に基づく適正な手続き

をお願いいたします。
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このガイドブックを読んでもらいたい人このガイドブックを読んでもらいたい人

　このガイドブックは次のような人に読んでもらうように作成

しています。

廃棄する人

産業廃棄物
収集運搬業者

廃品回収業者

産業廃棄物
処分業者

資源リサイクル業者
金属スクラップ業者・問屋

排出

産業廃棄物収集運搬業者

（解体工事を行う業者を含む）

廃品回収業者

産業廃棄物処分業者

銅

鉄

アルミ

資源リサイクル業者

金属スクラップ業者・問屋
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　廃棄された業務用のエアコンや冷蔵庫など金属スクラップ

の流れは次のとおりです。

解体・選別収集・運搬



業務用のエアコンや冷蔵庫を廃棄※するときは、廃棄する

人（機器の所有者）が、回収業者（都道府県に登録されてい

る業者）にその中に入っているフロンの回収を依頼（又は取

次者に委託）しなくてはなりません。もしも、回収しないままフ

ロンを放出させてしまうと、1年以下の懲役又は50万円以下

の罰金に処せられます（法律第３８条）。この罰則は、機器を

廃棄した人ではなく、フロンを放出した人に課せられるので気

をつけましょう。

※この場合の「廃棄」には、廃棄する人が処理費を支払う場合だけでな

く、資源リサイクル業者が買い取る場合も含みます。
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業務用のエアコンや冷蔵庫を廃棄する
ときは、廃棄する人が専門業者（フロン
回収業者）にフロン回収を依頼しなくて
はなりません



業務用のエアコンや冷蔵庫をスクラップとして引き取る際

には、引取先（お客様）にフロンが入っていないことを確認し

て下さい。フロンが入っていないことは「行程管理票（引取証

明書）」※１という書面を引取先に見せてもらえば確認できます。

フロンが入っているかどうか分からないものは引き取らないよ

うにしましょう。※2　

業務用のエアコンや冷蔵庫をスクラップ
として引き取る際には・・・

機器を廃棄する人 フロン回収業者
○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

回収依頼書

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

引取証明書
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※２フロンが入っているものを引き取り、自らフロンを回収できるのは都

道府県に登録している回収業者だけです（１０ページ参照）。登録を

受けずにフロンを回収すると罰せられるので注意しましょう。　

※１業務用のエアコンや冷蔵庫を廃棄した人は、機器に入っているフロ

ンを回収業者に回収させた後に「行程管理票（引取証明書）」を受

け取ることになっています（８ページ参照）。



引き取ったスクラップの中に業務用の
エアコンや冷蔵庫が入っていた場合
には・・・

引き取ったスクラップの中に業務用のエアコンや冷蔵庫が

入っていた場合は、その中にフロンが入っていないことを確

認して下さい。確認しないままフロンが入っている業務用のエ

アコンや冷蔵庫を破砕して、フロンを放出させてしまうと、 1年

以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあり

ます（法律第３８条）。　

フロンが入っているかどうかは、引取先に確認するか、回

収業者に調べてもらうか、あるいは自ら圧力計を使って調べ

ることが必要です。フロンが入っていた場合は、回収業者にフ

ロンを回収してもらわなくてはなりません。
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　店舗や事務所で使われているエアコンや飲食店の厨房に

ある冷蔵庫、スーパーや食料品店のショーケースなど、家庭

用のエアコンや冷蔵庫（７ページ参照）以外のものはすべて

業務用のエアコンや冷蔵庫になります。　　　　　　　

業務用のエアコンや冷蔵庫とは？

6

パッケージエアコン室内機

パッケージエアコン室外機

業務用冷蔵庫 内蔵型ショーケース

卓上型冷水機

床置型冷水機
別置型ショーケース



廃棄された家庭用のエアコンや冷蔵庫は、「家電リサイク

ル法」にしたがってリサイクル施設で処理されています。フロ

ンの回収もこの施設で行われています。

家庭用のエアコンや冷蔵庫は引き取らずに、お客様に市

区町村の家電リサイクル法又は家庭ゴミの担当窓口に問い

合わせるように説明して下さい。担当窓口は市区町村のホー

ムページ等で確認できます。

表示ラベルに製品名として「ルームエアコン」と書かれてい

るものはすべて家庭用のエアコン（家電製品）です。

家庭用のエアコンや冷蔵庫はどうすれば
いいのか？
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ルームエアコン室内機

ルームエアコン室外機
家庭用冷蔵庫



回収業者にフロンを回収してもらうために､引取先（お客様）

に回収業者を紹介するか、回収業者への依頼を取り次いで

下さい。フロン回収の際には行程管理票の作成も必要です。

引取先（お客様）が廃棄者（行程管理票上の「廃棄等実施者」）

になり、最初に行程管理票に記入しなくてはなりません。産業

廃棄物処理業者が回収業者への依頼を取り次いだ場合は、

産業廃棄物処理業者も取次者（引渡受託者）として行程管理

票の記入や書面のやりとり、保存が必要になります。

引取先（お客様）からフロンの入った業
務用のエアコンや冷蔵庫の引き取りを
依頼されたら・・・

行程管理票について詳しくは、フロン回収

推進産業協議会（ＩＮＦＲＥＰ）で発行している

「フロン回収行程管理票ガイドブック」をご覧

下さい。（→１７ページ）

このガイドブックや行程管理票の入手を

希望される方は､ＩＮＦＲＥＰまでご連絡下さい。
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行程管理票と廃棄物処理法のマニフェ
ストとは書面の流れが違います

業務用のエアコンや冷蔵庫を廃棄する時に必要な行程管

理票は、廃棄物処理法のマニフェスト（産業廃棄物管理票）と

書面の流れが違うので注意してください。

廃棄物処理法のマニフェストは、産業廃棄物の移動を把握

するため、産業廃棄物と書面を一緒に、排出から最終処分ま

で移動させるのに対して、行程管理票は、フロン回収の依頼

（委託）の関係を明確にするため、フロン回収の依頼（委託）

の関係者間で書面のやりとりをします。　　　　　　　　　　　　　

したがって、廃棄された業務用のエアコンや冷蔵庫を運搬

する時に、単に運搬のみを行う業者は行程管理票を記入す

る必要はありません。廃棄物処理法のマニフェストと違うので

注意して下さい。

9
フロン回収・破壊法
行程管理票の例

廃棄物処理法
マニフェストの例



フロンを回収するためには都道府県へ
の登録が必要です

　業務用のエアコンや冷蔵庫から、産業廃棄物処理業者や

資源リサイクル業者が自らフロンを回収するためには、都道

府県への登録が必要です。登録窓口は次のホームページで

ご覧になれます｡

10

＜経済産業省ＨＰ＞

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/law_furon.html

※　「データ集」のページに掲載されています。

＜環境省ＨＰ＞

http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/ctr.html



フロン回収シールを見かけたら・・・

　解体工事の事前調査で確認された場合等に業務用のエア

コンや冷蔵庫には下の「フロン未回収シール（赤シール）」が

貼り付けられているものがあります。また、フロン回収を終え

た機器には「フロン回収済シール（緑シール）」が貼り付けら

れているものがあります。このようなシールで機器にフロンが

入っているかどうかを判断することができます。　　　　　

このシールの入手を希望される場合は、ＩＮＦＲＥＰまでご連

絡下さい。（→１７ページ）

フロン未回収シール フロン回収済シール
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　フロンは、１９３０年頃にアメリカで開発され、冷蔵庫を冷や

す優れた性質があり、また、引火性や有害性がないことから、

瞬く間にフロンを使った冷蔵庫が世界中に広まりました。しか

し、１９７０年代になって、フロンにはオゾン層を破壊したり、地

球温暖化の原因となる性質があることが分かってきました。

　そのため、モントリオール議定書や京都議定書という国際

的なルールで、世界中の国々がフロンの生産や排出を抑え

る取組を行っています。

　日本でも、フロン回収・破壊法、自動車リサイクル法、家電

リサイクル法でフロンの回収が義務付けられていますが、業

務用冷凍空調機器のフロン回収率※は３割程度にとどまって

います。

なぜ、フロンは回収しなくてはいけない
のでしょうか？
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※法律に基づき報告された１年間に回収されたフロンの総量を、１年

間に廃棄された機器内に充てんされていたフロンの推計量で割った

数値。　　　　　　　



＜オゾン層破壊の問題＞

地球の上空には、オゾン層というカバーがかかっていて、

太陽からの有害な紫外線を遮ってくれていますが、エアコン

などから放出されたフロンによって、このオゾン層が壊され、

地上にいる人間が直接、紫外線を浴びて目や皮膚の病気に

なってしまうのがオゾン層破壊の問題です。

太陽

地　球

紫外線オゾン層
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＜地球温暖化の問題＞

二酸化炭素やフロンには太陽の熱がたまりやすい性質が

あるため、発電所で石炭を燃やして発生した二酸化炭素やエ

アコンなどのフロンが大気中に大量に放出されると、地球全

体が温室のように暑くなり、異常気象が起きたり、農作物の

収穫が減って食糧危機が起きたりすることなどが地球温暖化

の問題です。　

このようにフロンは、人体への直接の有害性はありません

が、オゾン層破壊や地球温暖化などを引き起こすため、大気

に放出せず、回収しなくてはならないのです。

太陽

地　球

大　気
太陽熱
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これまでオゾン層保護対策として転換が進められてきた

「代替フロン」はオゾン層破壊の影響は弱い（あるいは全くな

い）ものの、地球温暖化については、二酸化炭素の数百倍か

ら数千倍とものすごく強力な温室効果ガスです。例えば事務

所のエアコンからフロンを放出させてしまうと､二酸化炭素3.6

トンほど※を放出したことになります｡ 皆さんが､日頃、地球環

境のためにと、エアコンを弱めたり、レジ袋を使わないように

して、二酸化炭素の排出を減らそうとがんばってみても､フロ

ンをほんのわずかでも放出してしまうと、このような努力はす

べて無駄になってしまいます。

代替フロンで問題は解決していません
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※フロンＲ２２（地球温暖化係数ＧＷＰ＝１，８１０）を２キログラム使用し

ているエアコンの場合　

＝ ×1８万枚

２キログラムのフロン（Ｒ２２）を

二酸化炭素に置き換えた量：

レジ袋１枚を消費したときの

二酸化炭素の排出量：２０グラム3.6 トン

○○マーケット



　だから、フロンを使っている冷凍空調機器を

廃棄するときは、関係者一人ひとりが注意を払

って、フロンが大気に放出されないようにするこ

とが大切です。　　　　　　　　　　　　　　　　

16



作成協力

日本再生資源事業協同組合連合会（日資連） 　　

http://www.nisshiren.com

社団法人　日本冷凍空調設備工業連合会（日設連）

http://www.jarac.or.jp/

一般社団法人　オゾン層・気候保護産業協議会（JICOP）

http://www.jicop.org/

環境省地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室

産業廃棄物処理業者・資源リサイクル業者のための

フロン回収・破壊法ガイドブック

業務用のエアコンや冷蔵庫のスクラップの取扱について

平成21年度経済産業省委託事業

（業務用冷凍空調機器フロン類回収推進調査）

平成２２年３月３１日　発行

編集発行　　一般社団法人 フロン回収推進産業協議会（INFREP）

〒113-0033  東京都文京区本郷2-40-17  本郷若井ビル 4F
TEL:03-5842-2380   FAX:03-5689-7983
URL  http://www.infrep.jp/

無断複写転載を禁ず



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




